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障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止、解決の取組を進めるため、国や地方公共団
体の機関が、それぞれの地域で障害者差別解消支援地域協議会を組織できることにしています。

協議会が組織され、関係する機関などのネットワークが構成されることによって、いわゆる「制
度の谷間」や「たらい回し」が生じることなく、地域全体として、差別の解消に向けた主体的な取組
が行われることをねらいとしています。

障害のある方からの相談や紛争解決に関しては、すでに、その内容に応じて、例えば行政相談委
員による行政相談やあっせん、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件
としての調査救済といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、すでにある機
関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。

Q 行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり「合理的配慮」を行わないときの
相談窓口はどこですか？

行政機関の職員の対応に問題がある場合などは、まずは、その職員が所属する行政機関の苦情
相談等の窓口に申し出ることが考えられます。そのほか、例えば、行政相談委員による行政相談
や、人権に関わる相談であれば法務局や地方法務局などに相談することも考えられます。

その行政機関の苦情相談等窓口等にお申し出ください。A
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※どのような機関を構成員とするかは、各協議会の判断

雇用の分野における差別については、相談や紛争解決の仕組みを含め、障害者雇用促進法に定
めるところによります。

雇用については、障害者雇用促進法に定めるところによります。

雇用における障害のある方に対する差別も、この法律の対象になるのですか？Q
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